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令和７年３月２４日 

北 九 州 市 上 下 水 道 事 業 審 議 会  

会 長  様  

北 九 州 市 長   武 内  和 久  

 

北九州市上下水道事業  

中期経営計画の策定について（諮問）  

 

本 市 の 上 下 水 道 事 業 は 、「 お 客 さ ま に 信 頼 さ れ る 上 下 水 道 ～ 安 全・

安 心 な 水 環 境 を 次 世 代 へ ～ 」 を 基 本 理 念 と し 、 お 客 さ ま に い つ で も

安 心 し て 飲 む こ と が で き る 水 を 届 け る と と も に 、 災 害 時 に お い て も

市 民 生 活 を 支 え る こ と を 使 命 と し 、 各 種 施 策 に 取 り 組 ん で ま い り ま

し た 。  

現 在 の 上 下 水 道 事 業 を 取 り 巻 く 環 境 は 、 人 口 減 少 や 水 需 要 の 低 下

な ど に 伴 う 収 入 の 減 少 が 見 込 ま れ る 一 方 、 施 設 の 老 朽 化 へ の 対 応 や

災 害 対 策 、 技 術 の 継 承 と い っ た さ ま ざ ま な 課 題 に 取 り 組 ま な け れ ば

な ら ず 、 大 変 厳 し い 状 況 に 置 か れ て い ま す 。 ま た 、 能 登 半 島 地 震 に

よ る 上 下 水 道 施 設 の 被 害 状 況 や 、 埼 玉 県 八 潮 市 を 始 め と し た 各 地 で

相 次 い で い る 施 設 の 老 朽 化 に よ る も の と 考 え ら れ る 事 故 を 踏 ま え 、

上 下 水 道 施 設 の 強 靱 化 に も 取 り 組 む 必 要 が あ り ま す 。  

そ の よ う な 中 、 令 和 ３ 年 ３ 月 に 策 定 し た 北 九 州 市 上 下 水 道 事 業 中

期 経 営 計 画 ２ ０ ２ ５ の 計 画 期 間 が 令 和 ７ 年 度 末 ま で で あ る た め 、 計

画 期 間 を 令 和 ８ 年 度 か ら 令 和 １ ２ 年 度 と す る 次 期 中 期 経 営 計 画 を 策

定 す る 必 要 が あ り ま す 。  

そ こ で 、北 九 州 市 上 下 水 道 事 業 審 議 会 規 則 第 ２ 条 の 規 定 に 基 づ き 、

次 期 中 期 経 営 計 画 の 策 定 に 当 た り 、 事 業 計 画 や 財 政 計 画 は ど う あ る

べ き か に つ い て 調 査 審 議 し 、 答 申 す る こ と を 求 め ま す 。  

別紙２ 


